
長岡市男女平等推進センター『ウィルながおか』利用団体登録について 
 

 

『ウィルながおか』は、男女共同参画社会の形成を促進するために市民協働で活動する拠点です。

このことに賛同し、男女共同参画社会づくりを目的とした学習や活動をする団体を「登録団体」と

して登録しています。登録団体のみなさんには、ウィルながおかを活動・交流を図る場として使用

していただくことができます。 

 

 

１ 登録団体とは（登録要件） 

次の条件を満たす市民活動団体が登録できます。 

ア 男女共同参画社会づくりを目的とした学習や活動をする団体 

イ 『ウィルながおか』の理念に賛同し、その活動に協力する団体 

ウ 宗教、政治、営利目的の行為を行わない団体 

 

２ 登録団体になると… 

（１） ウィルながおか「調査研究室」「貸出物品」の利用、団体専用のロッカーが使用できます。 

   （詳細は裏面をご確認ください。） 

（２） ウィルながおかフォーラムで主催イベントを開催できます。（活動費補助あり） 

（３） 市ホームページで登録団体について紹介します。 

（４） 団体の活動を年４回を上限にウィルながおかの SNS で周知できます。 

（５） 他団体と交流・情報交換ができます。 

 

３ 登録手続きの流れ 

①事前相談 

  ウィルながおか（TEL 39-2746）へお電話ください。（月～金 8:30～17:00 ／ 土 9:00～16:00） 

②申請書提出（来庁） 

登録申請書に下記のものを添えて提出してください。 

（ア）団体役員名簿  

（イ）会員名簿 

（ウ）団体の規約  

（エ）団体の連絡先（代表者と異なる場合)   

（オ）事業（活動）報告書、または事業（活動）計画書 

 ③登録証の交付 

    市が適当であると認めた団体に、登録証を交付します。  

※代表者、団体連絡先など申請内容に変更があった場合は必ずご連絡ください。 

 

 

 



４ 利用施設・備品（予約優先） 

【所在地】〒940-0062 長岡市大手通 2 丁目 2 番地 6 ながおか市民センター 2 階 

（１） 調査研究室（定員２４人。机１３台、椅子２４脚、ホワイトボード１） 

（２） 団体専用ロッカー 

 （３） 閲覧または貸出用の図書、ＤⅤＤ 

 （４） 壁面ボード１枚（全団体共有） 

 

５ ご利用時間 

（１） 月～金  ８：３０～１８：３０ 

（２） 土・日  ９：００～１７：３０ 

（３） 休館日  祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

  

 ６ 予約方法 

  ウィルながおか（TEL 39-2746）へお電話ください。 

（月～金 8:30～17:00 ／ 土 9:00～16:00） 

 

７ ウィルながおか業務時間外のご利用方法 

（１） 「調査研究室」は市民センターの開館時間帯であれば、職員が不在でも利用できます。ウ

ィルの業務時間外は施錠されていますので、１階の受付コーナーで鍵の受渡をお願いします。 

（２） 調査研究室への入退室は、エスカレーター側のドアをご利用ください。 

（３） 使用後は調査研究室にある「利用報告書入れ」の中の利用報告書に記入し、箱に戻してく

ださい。 

 

８ ご利用のルール 

（１） 会場や湯茶の準備、後片付けは利用者で行い、使用後は元の形に戻してください。 

(茶葉は各自でご用意ください。ポット、湯飲みなどは１階の給湯室をご利用ください。） 

 （２） 火気の取り扱い・飲酒・食事目的の利用は禁止します。 

  （３） 物品の販売はできません。 

（４） 施設、設備器具、備品等を破損または滅失した場合は、これを修理もしくは賠償していた

だくことがありますのでご了承ください。 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

長岡市男女平等推進センター ウィルながおか 

 長岡市大手通２－２－６（ながおか市民センター２階） 

 TEL：0258－39－2746 ／ FAX：0258－39－2747 ／ E-mail：will@city.nagaoka.lg.jp 


